
 

学会トレーニングサービス利用契約約款 

 
 

第１章 総則 

 
 （約款の適用） 
第１条 株式会社アイビーテック神戸ラボ（以下「当社」といいます。）は、神戸医療機器

開発センター（以下「ＭＥＤＤＥＣ」といいます。）の技術支援スペースにおいて、

神戸市から運営の委託を受け、学会トレーニングサービス利用契約約款（以下「本

約款」といいます。）に基づき、非営利団体（学校法人、医療法人等を含むがこれ

に限らない。）からの申請により行われる手術手技トレーニング及びセミナー運営

のサービス（以下あわせて「学会トレーニングサービス」といい、第２条にて定

義します。）を提供し、この提供に係る当該事業の利用者（以下「利用者」といい

ます。第２条にて定義します。）との間の一切の権利義務に本約款を適用します。 
 
 （定義） 
第２条 本約款における用語の意味は次のとおりとします。 
①  「学会トレーニングサービス」 

   非営利団体（学校法人、医療法人等を含むがこれに限らない。）及び日本学術会議協

力学術研究団体（以下「学会」といいます。）の公認など、学会から何らかの協賛等を

受けていることが確認された者から、ＭＥＤＤＥＣ及び当社に対し、当社が提供する

動物等を用いた手術手技トレーニング及びセミナーの運営に必要な役務の提供を申請

された場合に、当社が当該申請を受け入れ当該役務を提供するサービスをいい、具体

的な内容は第 8 条にて定めるものをいいます。 
②  「手術トレーニング」 

   学会トレーニングサービスの一つである実験動物等を用いた手術手技のトレーニン

グに必要なサービス全体をいいます。 
③  「設備品」 

   利用者が学会トレーニングサービス利用に際して当社から提供される一切の設備、

備品（別紙１記載の機器、設備等を含むがこれに限らない。）をいいます。 
④  「利用者」 

   学会を介してＭＥＤＤＥＣ及び当社へ学会トレーニングサービスを申込、当該サー

ビスを受ける者及び当該利用者に対して学会トレーニングサービスを利用する援助等

の補助をする者（医療機器販売業者等を含むがこれに限らない。）をいいます。 
⑤  「利用料」 

   第５条において定められる手順に則って、利用者がＭＥＤＤＥＣ及び当社への学会

トレーニングサービス利用を申込み、当社が見積書を発行し、当該見積に従い利用者

と当社で合意した当該サービスの利用の対価をいいます。 
 ⑥ 「ＭＥＤＤＥＣ」 
   神戸市中央区港島南町７－１－１６所在の神戸医療機器開発センターをいいます。 
 ⑦ 「成果等」 
   学会トレーニングサービスを受けた結果、得られる成果物（手術手技トレーニング

に伴う実験動物からの実験データ等を含むがこれに限らない。）をいいます。 
 



 
 （約款の変更） 
第３条 この約款及びこれに付随する定めを変更することがあります。この場合には、利

用料及びその他の学会トレーニングサービスの提供条件は、変更後の約款によります。 
２ この約款を変更するときは、ＭＥＤＤＥＣホームページ（http://www.meddec.jp/）よ

り公表します。 
 
 （約款の公表） 
第４条 ＭＥＤＤＥＣホームページ（http://www.meddec.jp/）より、この約款を公表します。 
 
 

第２章 本契約の成立 

 
 （利用申込及び利用契約の成立） 

第５条 利用者が学会トレーニングサービスを利用するに際して、以下の手続を行うもの

とします。 
①  学会トレーニングサービスの利用を希望する者（以下「希望者」といいます。）は、

事前に学会利用見積依頼書を当社へ提出します。 
②  当社はこれに基づき、見積書を発行し、希望者へ送付するものとします。 
③  希望者は前号の見積書を確認し、本約款及び利用の案内をＭＥＤＤＥＣのホームペ

ージ（http://www.meddec.jp/）から確認の上、当社に電話等の方法により仮申込（当該

仮申込を行った時点では、契約は成立せず、日時等も確定しません。）を行い、2 週

間以内に同ホームページ（http://www.meddec.jp/）に掲載される利用申込書（学会利用）

を前項で当社が発行した見積書の写しを添付して当社に送付するものとし、当社に当

該書類が到着した時点で学会トレーニングサービス利用契約（以下「利用契約」とい

います。）が成立するものとします。 
 ２ 希望者は前項の学会トレーニングサービスへの申込に際し、本約款を十分に精読し、

本約款の不明な点、疑問点などを当社に確認した上で本約款に従うことにします。 
 
 （契約のキャンセル） 
第６条 利用者が学会トレーニングサービスの利用を取りやめる（以下「キャンセル」と

いいます。）場合には、以下に定めるキャンセル料金を支払うものとします。ただし、

自然災害等によるやむを得ない事情により取りやめる場合には、当社は当該キャンセ

ル料を免除できるものとします。 
・ ご利用日の１ヵ月前より２週間前まで・・・お見積りの２０％ 
・ ご利用日の３日前まで・・・・・・・・・・お見積りの３０％ 
・ ご利用日前々日・前日まで・・・・・・・・お見積りの５０％ 
・ ご利用日当日・・・・・・・・・・・・・・お見積りの１００％ 

 ２ 前項の定めにかかわらず、当社が学会トレーニングサービスに付随する何らかの作

業（学会トレーニングサービスに用いる実験動物の準備、手配、利用者の求めに応じ

て準備する物品の手配等を含むがこれに限らない。）に当社が着手して、実際に費用が

発生した後にキャンセルした場合には、当該作業に伴い発生した当該費用（以下「作

業費用」と言います。）の全額を利用者は当社に対して支払うものとします。 
 
 （学会トレーニングサービス利用の日程変更） 
第７条 利用者が学会トレーニングサービスの利用日時の変更を希望する場合には、当該

http://www.meddec.jp/%EF%BC%89%E3%81%9D
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日時の１４日前までに当社に通知し、当社は当該変更に応じるよう利用者と協議しま

す。当該日程変更が行われた場合には、これによって生じた費用に関して、利用者が

負担するものとします。ただし、当社が利用者の日程変更の希望に応じることができ

ない場合には、前条の定めに従うこととします。 
 
 

第３章 当社の義務 

 
 （学会トレーニングサービスの内容） 
第８条 当社が学会トレーニングサービスとして提供することができるサービスは以下の

とおりとします。 
⑴  手術トレーニングに用いる動物の事前準備及び当該トレーニング後の当該動物の

事後管理（購入、処分、検疫馴化飼育管理、手術トレーニング前のモデル作製後の飼

育管理、投薬、データ採取等の管理を含むがこれに限らない。） 
⑵ 機材準備及び回収（使用機器のセッティング、操作、回収及び回収後の確認並びに

マスク、キャップなどの消耗品全般の用意を含むがこれに限らない。） 
⑶ 術着準備（設置、回収、クリーニングを含むがこれに限らない。） 
⑷ 麻酔管理（鎮静、気管挿管、麻酔に関する薬剤・機材の準備を含むがこれに限らな

い。） 
⑸ 運営及び作業補助（利用者がＭＥＤＤＥＣにて行う手術トレーニングにおける具体

的な作業の補助、会場設営、機材の準備、管理を含むがこれに限らない。） 
⑹ その他、利用者と協議のうえ決定された業務 

 ２ 利用者が受ける具体的な学会トレーニングサービスの内容は、第５条第１項２号に

記載した見積書の内容に従うものとします。 
 
 （再委託） 
第９条 当社は利用者の承諾なく、学会トレーニングサービスの一部又は全部を第三者に

委託することはありません。 
 
 

第４章 利用者の義務 

 
（学会トレーニングサービス利用上の義務） 

第１０条 利用者はＭＥＤＤＥＣ内にて学会トレーニングサービスの提供を受けるにあた

り、労働基準法、労働安全衛生法、消防法、環境基本法等の関係規定を遵守するとと

もに、万一利用者の故意又は過失が原因で修理等の必要が生じた場合は、その責を負

っていただくものとします。なお、禁止事項を以下のとおりとします。 
⑴ 建物の新築、増築、改築、移転又は撤去が困難となる恐れがある工作物を設置、又

は工作すること。 
⑵ 看板その他の広告物を設置、又は工作すること。  
⑶ 製品その他のものの保管、放置すること。 
⑷ 火薬その他の危険物の製造、持込み又は保管を行うこと。 
⑸ 近隣に迷惑をかける恐れがあるような振動、騒音を発生させること及び悪臭を放つ

物品などの製造又は保管を行うこと。 
⑹ ＭＥＤＤＥＣ入居者や他の利用者、周辺住民等に迷惑を及ぼす行為、その他ＭＥＤ



 
ＤＥＣの維持、保全を害すること。 

⑺ 植栽を傷つけること。 
⑻ 放射性同位元素若しくは放射性発生装置等を使用する実験を行うこと。 
⑼ ホール、給湯室及びトイレほか共有施設を汚損させること。 
⑽ 駐車場内で他の車両及び設備等を傷つけること。 
⑾ 建物内で喫煙すること。 
⑿ その他、ＭＥＤＤＥＣを管理する独立行政法人中小企業基盤整備機構が禁止するこ 
と。 

 ２ 利用者は、本約款以外に、第５条第１項第２号で定めた当社から利用者に対して送

付される見積書と同時に当社から交付されるトレーニングスペース利用のご案内等の、

当社の定めに従い学会トレーニングサービスを受けるものとします。 
 ３ 利用者は学会トレーニングサービスを受けるに際しては、当社の指示に従うものと

します。 
 
（学会トレーニングサービス利用代金支払い方法等） 

第１１条 当社は、利用者に対し、学会トレーニングサービスの提供後又は利用者からキ

ャンセルの通知があった後、速やかに利用料又はキャンセル料及び作業費用の請求書

を送付するものとし、利用者は当該請求書を受領した日から６０日以内に利用代金を

請求書に記載の指定の銀行口座に振り込むことによって支払うものとします。なお、

振込手数料は利用者の負担とします。 
 
（遅延損害金） 

第１２条 利用者が前条に定める利用料又はキャンセル料及び作業費用の支払いを遅延し

たときは、当社に対し、当該金額に年１４．６％の遅延損害金を支払うものとします。 
 
 （利用者の賠償） 
第１３条 利用者は当社から提供される設備品を用いるに際して、故意又は過失により、

設備品に何らかの損傷、破損、滅失等の損害を発生させた場合、若しくは第１０条に

定める各種禁止事項に反する行為によって設備品等に何らかの損傷、破損、滅失等の

損害を発生させた場合には利用者の責任において、当該損害を修復し、設備品等を原

状回復させるものとします。 
 ２ 前項において、当該損害を修復及び原状回復させることが不可能である場合には、

当社に対して同等の製品を引き渡すものとします。また、設備品等について設置工事

等が必要な場合には当該工事代金を利用者が負担することとします。 
 
３ 前２項に起因する前２項に定めるもの以外の当社の損害についても利用者は当該損

害を賠償するものとします。 
 
 

第５章 事業提供の中止等 

 

 （不可抗力） 
第１４条 当社及び利用者のいずれにも帰責事由なく学会トレーニングサービスを提供で

きなかった場合（神戸市の政策及び財政状況の変化による場合を含むがこれに限られ

ない。）には、当社及び利用者相互に誠実に協議するものとします。 



 
 ２ 当社及び利用者のいずれも、火災、地震、その他の災害、断水、停電、その他の生

活インフラサービスの供給の停止、天変地異、重症急性呼吸器症候群（SARS）・鳥イ

ンフルエンザ・新型インフルエンザその他の感染症、ストライキ、労働争議、テロ行

為、暴動、戦争その他暴力行為、海外渡航に関する政府機関又は当局の渡航延期・退

避勧告、法律、命令、その他何らかの政府機関又は当局の要求を含むがこれに限らず、

当該当事者のコントロールが及ばない状況又は事由による本契約の債務不履行につい

ては、金銭の支払を除き、責任を負わないこととします。また、いずれの当事者も、

本項の状況又は事由により生じた、相手方に返還すべき貸与物についての滅失又は毀

損については、責任を負わないこととします。 
 

 
 

第６章 事業の取引条件 

 

 （契約解除） 
第１５条 当社又は利用者は、当社又利用者が次の各号の一に該当するときは、契約の相

手方に対して何ら通知または催告することなく、直ちに本契約を解約することができ

ることとします。 
①  神戸市の政策及び予算の変更により、第８条に定めるサービスが提供できないと

き。 
②  利用者又は利用者の役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会勢力

に係る者（以下「暴力団員等」という。）であること又はこの契約が暴力団員等の

利益になることが判明したとき。 
 
 

第７章 当社の責任 

 

 （免責） 
第１６条 当社は成果等の正確性、信頼性、安全性等の評価は致しかねます。 
 ２ 利用者から特別の要請があり当社スタッフが利用者持込みの機材等の操作等を行っ

た場合には当該操作に起因する損害は全て利用者が負担するものとします。ただし、

当該損害が当該スタッフの故意に起因する場合にはこの限りではないものとします。 
 
 

第８章 個人情報、秘密情報 

 

 （個人情報） 
第１７条 当社は学会トレーニングサービス提供に際して、利用者から提供された個人情

報に関しては、別紙２個人情報取扱規程に従い取り扱うものとします。 
 
 （秘密情報） 
第１８条 当社及び利用者は、学会トレーニングサービスに際して受領したお互いの営業

上又は技術上の情報（以下「秘密情報」といいます。）の第三者への漏洩、又は利用契

約、本約款、その他の合意事項の範囲外の用途への流用を行ってはならないものとし

ます。ただし、秘密情報は、文書により秘密情報である旨を明記して相手方に開示さ



 
れるか、口頭で開示される場合には開示の時点で秘密情報である旨を告げた上で７日

以内にその要旨が文書によって相手方に交付されたものとします。 
2 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報は秘密情報から除かれるも

のとします。 
① 開示の時点において公知であるか、開示後、受領者の行為によらずに公知となっ

た情報 
② 受領者が、開示の時点において保有するか、開示後、正当な権限を持つ第三者か

ら守秘義務を負うことなく入手した情報 
③  受領者が独自に発見ないし開発したことを証明できる情報 

 ３ 本条の定めは学会トレーニングサービス提供の終了後３年間存続するものとします。 
 
 

第９章 一般条項 

 

 （契約上の地位の譲渡の禁止） 
第１９条 利用者は、当社の書面による事前の同意なく、利用契約条の地位又は権利若し

くは義務を、第三者に譲渡することはできません。 
 
 （誠実協議義務） 
第２０条 本約款に定めのない事項及び本契約各条の解釈に疑義が生じた場合には当社及

び利用者双方は誠意をもって協議のうえ、解決するものとします。 
 
 （専属的合意管轄） 
第２１条 利用契約及び本約款に関する紛争解決の専属的合意管轄裁判所は神戸地方裁判

所とします。 
 
 （存続条項） 
第２２条 第１０条（学会トレーニングサービス利用上の義務）、第１１条（学会トレーニ

ングサービス利用代金支払い方法等）、第１２条（遅延損害金）、第１３条（利用者の

賠償）、第１６条(免責)、第１７条（個人情報）、第２０条（誠実協議義務）、第２１条

（専属的合意管轄）は、学会トレーニングサービス利用契約終了後といえども存続す

るものとします。 
 
 
  制定：２０１３年１１月１日 
  改定：２０１４年 ４月１日 
  改定：２０１５年 ７月１日 
  改定：２０１６年 ４月１日 
  改定：２０１８年 ４月１日 
  改定：２０２０年 ５月１日 
  改定：２０２１年 ４月１日 
 
 

 

 



 
別紙１ 

 

物件目録 

施設名称 神戸医療機器開発センター 

施設番号 実験・トレーニングスペース（3） 

所在地 兵庫県神戸市中央区港島南町７丁目１番１６号 

建物構造 鉄骨造３階建 

延べ面積 オペ室、見学室、更衣室、倉庫    １４３．５㎡ 

 

 

備品目録 

名称 型番 数量 

内視鏡セット/一式（硬性鏡） 

腹腔鏡ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ / ｵﾘﾝﾊﾟｽ 

気腹装置、光源装置 ｶﾒﾗﾍｯﾄﾞ、ｽｺｰﾌﾟ（直視、斜視） 
3 

腹腔鏡ｶﾒﾗｽｽﾃﾑ ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ / ｽﾄﾙﾂ 

気腹装置、光源装置 ｶﾒﾗﾍｯﾄﾞ、ｽｺｰﾌﾟ（直視、斜視） 
3 

腹腔鏡ｶﾒﾗｽｽﾃﾑ ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ / ｽﾄﾗｲｶｰ 

気腹装置、光源装置 ｶﾒﾗﾍｯﾄﾞ、ｽｺｰﾌﾟ（直視、斜視） 
1 

内視鏡セット/一式（軟性鏡） 
上部消化管ｽｺｰﾌﾟ / ｵﾘﾝﾊﾟｽ 

ﾋﾞﾃﾞｵｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ、光源装置、ﾋﾞﾃﾞｵﾓﾆﾀｰ、軟性ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ:3本 
2 

電気メスセット/一式 ForceTriad、THUNDERBEAT、VIO300D の電気メス機能のみ 5 

ForceTriad ForceTriad ｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ / COVIDIEN 3 

THUNDERBEAT 
ｻﾝﾀﾞｰﾋﾞｰﾄﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻｰ TD-TB400 / ｵﾘﾝﾊﾟｽ 

超音波凝固切開装置、高周波焼灼電源装置 
1 

VIO300D 
ERBE VIO300D(物質併用電気手術器) E12-700 / ｱﾑｺ 

高周波手術装置 
1 

ジェネレーターGEN11 
HARMONIC、ENSEAL / ｼﾞｮﾝｿﾝ・ｴﾝﾄﾞ・ｼﾞｮﾝｿﾝ 

超音波凝固切開装置 
1 

ソノサージ/一式 超音波手術システム / ｵﾘﾝﾊﾟｽ 4 

透視装置 VeradiusNeo 外科用 X 線ﾃﾚﾋﾞ装置(FPD 搭載)C ｱｰﾑ / ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ 2 

トレーニング BOX /一式 
内視鏡(硬性鏡)用 / ｴﾑ・ｼｰ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ 

ｴﾝﾄﾞﾜｰｸﾌﾟﾛⅡ(CCD ｶﾒﾗ付)、ﾓﾆﾀｰ 
15 

内視鏡鉗子セット/一式 
腹腔鏡鉗子ｾｯﾄ / ｽﾄﾙﾂ 

腹腔鏡用鉗子：各種 11 本、持針器 2 本、剪刀 1 本、電極等 
10 

電動油圧手術台 MOT-1700型 / 瑞穂医科 5 

麻酔器（動物用） ﾌｧﾝｼｰ 80Ma 1220 / 木村医科 3 



 

ベッドサイドモニター/一式 BSM-2301 / 日本光電 3 

除細動器モニター付/一式 TEC-6100 / 日本光電 1 

シリンジポンプ SP-80S / ﾆﾌﾟﾛ 3 

輸液ポンプ FP-970 / ﾆﾌﾟﾛ 3 

水手洗装置 TYPE101－1UW / 東西化学 １ 

ドクタースツール DR－007FD 21 / ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ 3 

オペ室器械台セット DR-007FD / 小川医理器他 1 

無影灯/一式 LA-500(2灯式：2台、1灯式：1台) / ｱﾑｺ 1 

鋼製小物 

開胸セット 一式 

開腹セット   

鉗子（大・中・小・直・曲）：350本 

ﾊｻﾐ（大・中・小・直・曲）：80本 

ﾋﾟﾝｾｯﾄ（大・中・小・直・曲）：60本 

持針器：30本、ﾒｽ：20本、ﾔｽﾘ：3本、ｷﾘ 3本 

1 

バイポーラ鉗子 ﾊﾞｲﾎﾞｰﾗﾊｻﾐ鉗子 1本、ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｹﾘｰ鉗子 1本 /B・BRAUN 7 

細径鉗子セット ﾓﾙｾﾚｰﾀｰⅡ1台、吸引洗浄管 3mm：4本、持針器 3mm：4本 /ｽﾄﾙﾂ 1 

超音波洗浄器 USK-5R / ｱｽﾞﾜﾝ 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別紙 2 

個人情報取扱特記事項 

 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１ 利用者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するにあたって、個人情報

を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって知りえた個人情報を正当な理由なく他人に知ら

せ、又は不当な目的に使用してはならない。 

２ 利用者は、その使用する者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を

講じなければならない。 

３ 前 2 項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（適正な管理） 

第３ 利用者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざんの防止その他の個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（再委託等の禁止又は制限） 

第４ 利用者は、この契約による事務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あ

らかじめ、当社が書面により承諾した場合は、この限りでない。 

（目的外使用の禁止） 

第５ 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって知り得た個人情報を、当社の承諾を得ることな

く目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第６ 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって当社から貸与された個人情報が記録された資料

等を、当社の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第７ 利用者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知った

ときは、速やかに当社に報告し、当社の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は、解除された後

においても同様とする。 

（検査等の実施） 

第８ 当社は、利用者がこの契約による事務を処理するにあたって取り扱っている個人情報の取り扱い状況

について、必要があると認めるときは、利用者に対し報告を求め、又は検査することができるものとする。 

２ 利用者は、当社から前項の指示があったときは、速やかに、これに従わなければならない。 

（契約解除及び損害賠償） 

第９ 当社は、利用者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠

償の請求をすることができるものとする。 

  当社は、利用者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認め、損害が発生したときは、契約の解

除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

（収集の制限） 

第１０ 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって個人情報を収集するときは、当該事務を処理

するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（資料等の返還） 

第１１ 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって当社から貸与され、又は利用者が収集し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等を、事務完了後速やかに当社に返還し、又は引き渡すものと

する、ただし、当社が別に指示したときは、その方法によるものとする。 


